
関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の  

徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱  

 

１．条約の規定による特定用途免税貨物として平和的目的のため

の 月 そ の 他 の 天 体 を 含 む 宇 宙 空 間 の 探 査 及 び 利 用 に お け る 協

力 の た め の 日 本 国 政 府 と ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 と の 間 の 枠 組 協

定第５条Ａの規定に該当する貨物を指定することとする。（関

税定率法施行令第 25 条の２及び輸入品に対する内国消費税の

徴収等に関する法律施行令第 13 条関係）  

 

２．この政令は、同協定の効力発生の日から施行することとする。 


